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はじめに 

 
 

平成１７年 1 月の１市２町１村の市町村合併により、新大洲市とし
て船出をして、既に１０年が経過しました。 

合併後、大変厳しい財政状況であったため、市民の皆様のご理解と
ご協力をいただき、財政の健全化を最優先に進めてまいりましたとこ
ろ、徐々にではありますが財政状況は改善しているところです。 

しかしながら、近年の都市部での景気回復傾向も、地方にあっては
景気や雇用面など明確な回復が中々見込めず、また、平成２７年度か
らは普通交付税の合併算定替の特例による加算が段階的に縮減される
ことから、地方の財政は、先行きに明るさが見えず、大変厳しい状況
であると考えております。 

このような中ではありますが、当市は総合計画に掲げる「きらめき
創造 大洲市 ～みとめあい ささえあう 肱川流域都市～ 」を目
指して、継続して様々な取り組みを実施いたしております。市民サー
ビスセンターの開館などによる市民サービスの向上や、産業振興に向
けての農林水産品の６次産業化等に取り組んでまいりました。今後も、
企業誘致を積極的に推進し、雇用環境の改善を図るとともに、活力あ
る地域づくりに努めてまいりたいと考えております。 

第３期の行政改革は、第２期（平成２２～２６年度）の財政の健全
化と市民サービスの向上と地域、市民との協働の基盤づくりを基本方
針のもと、引き続き、市民一人ひとりが心豊かに暮らせるまちづくり
を目指していきたいと考えております。市民の皆様方におかれまして
も、市行政運営全般に対するご意見やご助言、並びに大洲市の明るい
未来へのまちづくりの実現に向けてご協力をいただきますようお願い
申し上げます。 
 
 

平成２７年６月 
                     大洲市長  清 水  裕 
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大洲市第３期（平成２７年度～３１年度）行政改革大綱 
 
 
第１ 第３期行政改革大綱の策定にあたって 
 
平成１７年１月１１日に１市２町１村が合併し、新大洲市として歩み始めて１０

年が過ぎました。これまでの間、平成１８年３月に、第１期行政改革大綱及び集中
改革プランを、平成２２年６月には第２期行政改革大綱及び集中改革プランを策定
し、「行財政改革の推進」に取り組んでまいりました。 
この行政改革の主な内容については、第１期では、合併後の厳しい財政状況を改

善するため、徹底した歳出の抑制を柱とする財政の健全化を最優先に取り組みまし
た。 
第２期では、第１期行政改革の基本であった財政の健全化はもとより、時代に 

合った安定した行政運営が持続できるよう「市民サービスの向上」や「地域・市民
との協働」など、基盤づくりの取り組みも行ってきました。 
第３期の策定にあたっては、これら第１期、第２期の方向性を踏まえながらも、

合併算定替により交付されている普通交付税が平成２７年度以降の５か年間で段
階的に削減されることから、改めて経費の見直しによる節減合理化を進めてまいり
ます。合わせて、限られた予算の中で、市民生活の安全・安心に寄与する施策・事
業の何を優先して実施すべきか、自己決定、自己責任に基づく自立した行政運営を
進めていく必要があります。 

  この行政改革により、”元気な大洲””素晴らしい大洲”を次の世代に残せる礎
となるよう、次の３つの「Ｃ」を合言葉に、引き続き、市民の皆様と一緒に安全・
安心のまちづくりに努めてまいります。 
【チャレンジ（Challenge）】  

・・・大洲市は、新しい課題や困難な仕事に積極的に取り組みます。 
 【コラボレーション（Collaboration）】  

・・・大洲市は、がんばる市民をみんなが応援する、市民が主役のまちづくり
に取り組みます。 

 【チェンジ（Change）】  
・・・大洲市は、新しい日本、新しい愛媛を見据えて、次代の子どもたちに引

き継げるよう新しい大洲市づくりに取り組みます。 
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第２ 計画及び実施期間  
  

本大綱の計画及び実施期間は、平成２７年度から３１年度までの５年間とします。  
 
 
第３ 行財政改革の基本的な考え方  
  

近年の地方自治体を取り巻く環境は、国、地方を通じた厳しい財政状況、少子化・
超高齢社会・人口減少社会の進展、地方分権改革の推進など、大きく変化していま
す。 
国の財政状況は危機的と言われており、今後、地方交付税など地方自治体への交

付金の伸びも期待できない状況にあります。また、現在の日本経済の景気回復の恩
恵は、大企業を抱える都市部が多くを受けており、農村部では、地方税などの自主
財源の大幅な伸びが期待できない状況です。 
さらに、人口減少社会の到来を迎え、地方における過疎化の進展は著しく、地域

に安心して住み続けることができる環境整備や仕組みづくりも大きな課題となっ
ています。 
このような状況の中にあって、合併した地方公共団体では普通交付税が縮減され

ることが明らかとなっています。 
したがって、第２期行政改革の方向性である、「地方分権が進展する時代の中で、

多様化する地域の実情・課題を踏まえ、限られた予算や職員体制の中で効率性を求
めながら、市民生活の安全・安心に結びつく施策や事業等を実施する」を引き継ぎ
ながらも、歳入減少が見込まれる中で、改めて事務事業について効率性や必要性に
よる見直しを行い、徹底した節減合理化を図る必要があります。 
第３期行政改革の取り組みが、将来にわたって、活力のある、安全・安心で住み

よいまちにつながる改革として位置付けます。 
 
１ 時代に合った事業・公共サービスの提供 
２ 効率的な行財政運営 
３ 地域・市民と情報の共有、分かりやすい情報提供 

 ４ 地域・市民との協働と県・市町との連携の推進 
５ 組織機構の再編 

 ６ 信頼される行政職員の育成 
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１ 時代に合った事業・公共サービスの提供 
社会保障をはじめ、行政が“公共サービス”として取り組む範囲がますます広

くなりつつある今日、今後もさらに膨らむであろう多様な行政ニーズに対して的
確な対応と安定したサービスの提供が重要となります。そうした時代に合った事
業・公共サービスの提供に努めます。 

 
２ 効率的な行財政運営 

人口の減少や高齢化、過疎化が進み、様々な地域活性化の取り組みが必要とさ
れています。一方、財政状況は税収が伸び悩む中、地方交付税は段階的に縮減さ
れることから、厳しい財政運営が想定されます。そのため、事務事業の見直しや
コスト意識を持った事業運営に取り組み、費用対効果を高めることで、財政の健全
化、質の高い住民サービスの維持向上と、持続性のある行財政運営を目指します。 

   また、老朽化している施設については、今後、施設の更新や維持管理に要する
経費が将来の財政の圧迫の要因となることが懸念されています。このため、施設
の必要性、効率性の検証を行い、施設の廃止や統合・再編について検討し、「公
共施設等総合管理計画」を策定して、公共施設の計画的な営繕管理による長寿命
化を図るとともに、限られた財源の中で市民のニーズに対応していけるよう努め
ます。 
 

３ 地域・市民と情報の共有、分かりやすい情報提供 
市民目線での施策や事業を実施するためには、行政情報を積極的に開示し情報

を共有することで、これまで以上に地域・市民との距離を近くすることが求めら
れています。分かりやすい行政情報の提供を目指し、市民の意識の中に行政への
関心を高め、事業参画への意欲の高揚を図ります。 

 
 ４ 地域・市民との協働と県・市町との連携の推進 

市民の価値観が多様化・複雑化する今日、市民一人ひとりが満足できるまちづ
くりを進めるためには、行政と市民が相互に協働できる関係（パートナーシップ）
を形成する必要があります。このことから、市民活動団体や事業者等のさまざま
な主体それぞれが役割と責任を担って活動する仕組みづくりに努め、市民活動を
支援していきます。 

   また、県や他市町と連携し、市民が主体のまちづくりを進めるとともに、二重
行政の解消を図るなど、効果的・効率的な行政運営に努めます。 
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５ 組織機構の再編 
   高度化・多様化する市民のニーズや今後の社会情勢の変化など幅広い行政課題

に迅速かつ的確な対応ができ、市民サービスの低下を招くことのない効率的な行
政組織・機構の構築を目指します。 

 
 ６ 信頼される行政職員の育成 

職員一人ひとりが全体の奉仕者として全力で職務に専念すべく、公務員の基本
である法令遵守（コンプライアンス）の意識の徹底と、大洲市職員行動指針によ
り内部統制の強化に取り組みます。また、地方分権の進展に適応する職員の人材
育成・研鑽に努め、市政への信頼向上に努めます。 

 
 
第４ 改革基本項目 
 

  このような考え方を踏まえ、第３期行政改革大綱では、次の改革基本項目を掲げ、
集中改革プランの中で具体的な実施計画を策定することとします。 
 
１ 事務事業の見直しと効率化（再編・整理、廃止・統合等） 
２ 外部委託（アウトソーシング）の推進 
３ 健全財政の維持 
４ 自主財源の確保 
５ 市民サービスの向上 
６ 地域・市民との協働と県・市町との連携の推進 
７ 組織・機構の改革   
８ 職員の意識改革と人材の育成 
９ 行政情報の公表 

 
１ 事務事業等の見直しと効率化（再編・整理、廃止・統合等） 
 ⑴ 行政が運営する事務事業については、「最少の経費で最大の効果を上げる（地

方自治法）」必要があります。現在、取り組んでいる行政評価制度による事務
事業の精査を行うことで、「選択と集中」による事業や施策等の実施、また、「必
要性」や「効率性」を見極め、行政の役割や責任の明確化を図ります。さらに、
事務事業のコストを見直すだけではなく、住民の満足度に配慮した公共サービ
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スの向上に取り組みます。 
 ⑵ 第三セクターの経営改革 

第三セクターの経営改革についても継続して取り組み、経営の健全化に努め
ます。 

  
２ 外部委託（アウトソーシング）の推進 

外部委託は自治体の行う業務の中でその業務を全部若しくは一部を外部（民間
等）に委託することです。職員が取り組む事務事業も外部委託の対象として民間
委託や指定管理者制度の導入、ＰＦＩ事業の活用等についても検討し、効率的な
管理運営及び業務の効率化に努め、事業費削減の面だけでなく、民間の優れた技
術やノウハウなどを活用することにより市民サービスの向上を図ります。 

 
３ 健全財政の維持 
⑴ 健全財政 

市町村合併から１０年を経過した平成２７年度以降（市町村合併の日の年度
から１０年度経過）、普通交付税の合併算定替による加算が段階的に縮減され
ることから、持続可能な財政構造の確立に向け、引き続き、健全財政の維持に
努めます。 

  ⑵ 安定した財政運営と指標の公表 
公債費負担適正化計画、中長期財政計画等をもとに、選択と集中による効率 

的な事業の推進を行い、安定した財政運営の実行に取り組みます。 
また、財政健全化法に基づく健全化判断比率など新しい財政指標の分かりや

すい公表に努めます。 
⑶ 公共施設の効果的な設置・運営の推進（公共施設等総合管理計画の策定） 
 国及び地方公共団体は、高度成長期に建設した数多くの公共施設を抱えてお
り、今後、建て替えや大規模改修の必要性があります。このことからは、将来
的に多額の維持・改修経費が見込まれ、健全な財政経営を圧迫することが想定
されます。また、少子高齢化・人口減少社会の進展により、利用者の減少が予
想され、市民のニーズも変化しています。 
そのため、個々の公共施設を評価・分析し、統合・長寿命化対策等について

総合的に判断するとともに、公共施設等総合管理計画を策定し、適切な施設管
理に努めます。 
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的な事業の推進を行い、安定した財政運営の実行に取り組みます。 
また、財政健全化法に基づく健全化判断比率など新しい財政指標の分かりや

すい公表に努めます。 
⑶ 公共施設の効果的な設置・運営の推進（公共施設等総合管理計画の策定） 
 国及び地方公共団体は、高度成長期に建設した数多くの公共施設を抱えてお
り、今後、建て替えや大規模改修の必要性があります。このことからは、将来
的に多額の維持・改修経費が見込まれ、健全な財政経営を圧迫することが想定
されます。また、少子高齢化・人口減少社会の進展により、利用者の減少が予
想され、市民のニーズも変化しています。 
そのため、個々の公共施設を評価・分析し、統合・長寿命化対策等について

総合的に判断するとともに、公共施設等総合管理計画を策定し、適切な施設管
理に努めます。 
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４ 自主財源の確保 
   自主財源の確保を目的として、市有財産の有効活用に取り組みます。また、税 
  等の収納率向上を目指し、今後も効率的・効果的な収納業務に努めます。 

また、企業誘致促進をはじめとする雇用の創出、交流・定住人口の増加につな
がる施策を展開し、税収等の増による安定した自治体経営を目指します。 

 
５ 市民サービスの向上 

窓口サービス・公共施設等の利用をはじめ市民の声を広く把握するとともに、
ＩＣＴ（情報通信技術）の積極的な活用により事務処理の簡素化や合理化を図り、
より質の高い市民サービスの提供に努め、市民満足度の向上に取り組みます。 

 
 ６ 地域・市民との協働と県・市町との連携の推進  

⑴ 地域・市民との協働 
  市においては、自治会をはじめ各種団体が、自らの意思で行動し地域活動に
取り組まれています。この自主的・自立的な活動を支え、地域や市民自らがま
ちづくりの主役となるよう、人・組織等を活かした行政運営の実施を心がけま
す。さらに、過疎化・高齢化などの実情に応じて活用しやすい制度への見直し
に努め、地域・市民との協働に向けた取組みを推進します。 
限られた財源の中で、「地域として真に取り組む課題」に向けての活動支援、

新しい公共の担い手として地域や市民との協働で公共サービスの提供を行え
る体制づくりや外部委託（アウトソーシング）などに取り組みます。 

  ⑵ 県と市町との連携 
県と市町では、二重行政の解消や広域的な課題の解決等に向けて連携し、総

合的な取り組みを行っています。引き続き、「チーム愛媛」として連携して取
り組み、効果的・効率的な行政運営に努めます。 

 
７ 組織・機構の改革 

多様化する市民のニーズや新しい行政課題に、柔軟・迅速かつ的確に対応して
いくため、常に組織・機構の見直しに取り組むとともに、政策形成の充実や新た
な行政課題にも効率的に対応できるよう各部門間の連携に努めます。 
 

８ 職員の意識改革と人材の育成 
   地方分権を推進するには、市民のニーズに合ったきめ細かい行政サービスが提 
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  供できるよう、行政組織全体としての意識の改革がますます重要となっています。
職員一人ひとりがコスト意識や経営感覚を持ち、政策、判断、そして、市民へ 

の説明責任を果たし適切な対応ができる能力の開発に向け、人事評価制度や積極 
的な職員研修により、職員の資質、公務能率の向上と組織の活性化を図ります。 
 

９ 行政情報の公表 
市民に開かれた行政を進めるためには、市民と行政の情報の共有化を図る必要 

  があります。行政が保有する様々な情報については、ホームページ等の各種広報
媒体を活用し、効果的な発信方法で分かりやすい提供に努めます。 

 
 
第５ 実践と公表について 
 

１ ＰＤＣＡサイクルによる実践 
行政改革の取り組みは、「ＰＤＣＡサイクル」の考え方を基本に進めることと

します。事業目標に基づき、計画(Plan)を策定して、実行し(Do)、その評価を行
い(Check)、評価の結果を踏まえた改善・見直し(Action)を行います。 

 
２ 集中改革プランの策定 

第２期の大洲市行政改革の取り組み同様、これからの大洲市の行政改革の方向
性を示したこの大綱に基づき、具体的に取り組む内容を「大洲市集中改革プラン」
として策定します。 

 
３ 公 表 
  行政改革の取組状況は、市のホームページや広報等で公表します。 
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第６ 行政改革推進体制   
 
 １ 行政改革検討委員会 
  ・支所長、課長で組織する庁内の検討会（委員長―総合政策部長） 
    行政改革の推進・実践に当たり全庁的視点において検討する委員会 
    専門部会を置き、調査研究を行います。 

２ 行政改革推進懇話会  
  ・市内の有識者など市民の代表で組織する会 
    行政改革の推進に当たり、方向性や内容等に対して意見をいただきます。 
 ３ 行政改革推進本部（庁議）  

・市長、副市長、部長で組織する庁内の意思決定機関（本部長―市長） 
大綱や集中改革プラン等、検討委員会の提案や懇話会からの意見をもとに、 

市の行政改革の計画や実践に当たり方向性を決定します。 
 
 

◆行 政 改 革 推 進 体 制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

行政改革の推進 
第 3期行政改革大綱 

 第 3期集中改革プラン 

行政改革推進懇話会 
 

説明・意見 

専門部会 

調査・研究 

行政改革検討委員会 

  計画・実践の検討 

職   員 
計画・実践 

市 民 ・ 地 域 
 

提案・市民ポスト・ホームページなど 

パブリック
コ メ ン ト
制 度

議  会 
意見・質問 

 
行政評価制度 

進捗状況
管理公表

情 報 
公 開 

行政改革を推進する体制は第 2 期の推進体制を継続しています。市民の皆様から意見を
いただくパブリックコメント制度の実施や行政評価制度の実施により、行政情報の積極
的な開示を行います。  

行政改革検推進本部 
 意思・方向性の決定 

◆行 政 改 革 推 進 体 制

行政改革の推進

第 3期行政改革大綱

第 3 期集中改革プラン

行政改革推進懇話会 

説明・意見 

専門部会

調査・研究

行政改革検討委員会

計画・実践の検討

職 員
計画・実践

市 民 ・ 地 域

提案・市民ポスト・ホームページなど 

パブリック

コ メ ン ト

制 度

議 会
意見・質問

行政評価制度 

進捗状況

管理公表

情 報

公 開

行政改革を推進する体制は第 2 期の推進体制を継続しています。市民の皆様から意見を

いただくパブリックコメント制度の実施や行政評価制度の実施により、行政情報の積極

的な開示を行います。

行政改革検推進本部

意思・方向性の決定
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第７ 行政改革大綱・集中改革プランと他の計画の連携 
  行政改革大綱及び集中改革プランは、他の制度や計画との連携により効果的な推
進を図ります。そして、健全で効率的な行財政運営を持続させていく体制を確立し、
市民・職員が目線を合わせた自治体運営を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行政評価制度 予算の編成

人 事 評 価 制 度 

総合計画等各種計画・施策

連 携 

連
 

 
 

 
 
 

携
 

■公債費負担適正化計画
■中長期財政計画 

活
 

用
 

○行政改革の推進  
 

■ 行政改革大綱  ⇔  集中改革プラン 
１ 事務事業の見直しと効率化 （再編・整理、廃止・統合等） 

２ 外部委託（アウトソーシング）の推進 
３ 健全財政の維持 
４ 自主財源の確保 
５ 市民サービスの向上 
６ 地域・市民との協働と県・市町との連携の推進 
７ 組織・機構の改革 
８ 職員の意識改革と人材育成 
９ 行政情報の公表 

人 材 育 成 基 本 方 針

財政指標の公表 
○実質赤字比率 
○連結実質赤字比率 
○実質公債費比率 
○将来負担比率 
○資金不足比率 

きらめき創造 大洲市 ～みとめあい ささえあう 肱川流域都市～ 

◆３つのＣ 
 チャレンジ 
 コラボレーション 
 チェンジ 

行政評価制度 予算の編成

人 事 評 価 制 度

総合計画等各種計画・施策 

連 携

連

携 

■公債費負担適正化計画

■中長期財政計画

活

用

○行政改革の推進

■ 行政改革大綱 ⇔ 集中改革プラン

１ 事務事業の見直しと効率化 （再編・整理、廃止・統合等）

２ 外部委託（アウトソーシング）の推進

３ 健全財政の維持

４ 自主財源の確保

５ 市民サービスの向上

６ 地域・市民との協働と県・市町との連携の推進

７ 組織・機構の改革

８ 職員の意識改革と人材育成

９ 行政情報の公表

人 材 育 成 基 本 方 針

財政指標の公表

○実質赤字比率

○連結実質赤字比率

○実質公債費比率

○将来負担比率

○資金不足比率

きらめき創造 大洲市 ～みとめあい ささえあう 肱川流域都市～

◆３つのＣ

チャレンジ

コラボレーション

チェンジ
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資 料 編                                  
 
１ 大洲市行政改革推進懇話会 
  大洲市行政改革推進懇話会においては、次の市民の皆様より貴重なご意見を賜り
ました。 

 
大洲市行政改革推進懇話会委員名簿 

 
任期 平成２６年１０月８日～平成２８年１０月７日 

No 団 体 名 氏 名 備 考 

1 大洲市区長会長会 上 田  哲 男  

2 大洲市区長会長会 米 子  毅  

3 大洲市区長会長会 源 田  政 幸  

4 大洲市区長会長会 山 本  雅 久  

5 大洲市観光協会 古 森  達 夫 職務代理者 

6 大洲商工会議所 女性部会 大塚  ミツル  

7 大洲市連合婦人会 三 好  康 子  

8 愛媛たいき農協 田 淵  博 幸  

9 愛媛たいき農協 女性部 武 田  麗 子  

10 大洲市社会福祉協議会 田 上  隼 藏 会長 

11 大洲市民生児童委員協議会 泉  美 佐 子  

12 大洲市 PTA連合会 福 本  政 代  

13 大洲支部老人クラブ連合会女性部会 松井  佳代子  

14 公募委員 兵 頭  和 子   
（敬称略） 
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２ 大洲市行政改革推進本部要綱等 
 
   大洲市行政改革推進本部要綱 

平成１７年７月１日 
大洲市要綱第１０３号 

 
 （設置） 
第１条 行政改革の推進を図るため、大洲市行政改革推進本部（以下「本部」という。）

を置く。 
 （所掌事務） 
第２条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。 
⑴ 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。 
⑵ 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。 

 （組織） 
第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 
２ 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。 
３ 本部員は、教育長及び部長級以上の職にある者をもって充てる。 
 （本部長及び副本部長） 
第４条 本部長は、本部を総括する。 
２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 
 （会議） 
第５条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。 
 （行政改革検討委員会） 
第６条 本部長は、効率的な行政運営に関して調査研究を行うため、行政改革検討委
員会をおく。 

 （庶務） 
第７条 本部の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。 
 （補則） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定
める。 

   附 則 
 この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
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２ 大洲市行政改革推進本部要綱等 
 
   大洲市行政改革推進本部要綱 

平成１７年７月１日 
大洲市要綱第１０３号 

 
 （設置） 
第１条 行政改革の推進を図るため、大洲市行政改革推進本部（以下「本部」という。）
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 （所掌事務） 
第２条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。 
⑴ 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。 
⑵ 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。 

 （組織） 
第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 
２ 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。 
３ 本部員は、教育長及び部長級以上の職にある者をもって充てる。 
 （本部長及び副本部長） 
第４条 本部長は、本部を総括する。 
２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 
 （会議） 
第５条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。 
 （行政改革検討委員会） 
第６条 本部長は、効率的な行政運営に関して調査研究を行うため、行政改革検討委
員会をおく。 

 （庶務） 
第７条 本部の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。 
 （補則） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定
める。 

   附 則 
 この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
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大洲市行政改革検討委員会要綱 
平成１７年７月１日 

大洲市要綱第１０４号 
 
 （設置） 
第１条 大洲市行政改革推進本部要綱第６条の規定に基づき、大洲市行政改革検討委
員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 
第２条 委員会は、次に掲げる事項を調査研究する。 
⑴ 事務・事業の見直しに関すること。 
⑵ 民間委託等の推進に関すること。 
⑶ 事務事業の庁内評価に関すること。 
⑷ 前各号に掲げるもののほか、行政改革推進に係る事務改善等に関すること。 

 （組織） 
第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、次の表に掲げる職に

あるものをもって充てる。 
委員長 総合政策部長 
副委員長 総務課長 

委 員 
支所長 財政契約課長 情報管理課長 高齢福祉課長 社会福祉課長 
都市整備課長 下水道課長 農林水産課長 観光まちづくり課長 
教育総務課長 生涯学習課長 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項の表に掲げる委員のほか、臨時に委員
を任命することができる。 

 （委員長及び副委員長） 
第４条 委員長は、会務及び会議を総理し、会議の議長となる。 
２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと
きは、その職務を代理する。 

 （会議） 
第５条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 
 （専門部会） 
第６条 委員長は、必要に応じ専門の事項について調査研究するため、委員会に専門
部会（以下「部会」という。）をおくことができる。 

２ 部会長、副部会長及び部会員は、委員長が指名する。 

13 

３ 部会長は、部会を総理し、副部会長は部会長に事故あるときは、その職務を代理
する。 

４ 部会長は、部会において調査研究した結果について委員長に報告するものとする。 
 （意見の聴取等） 
第７条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者を会議に出席させ、意見若し
くは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 
第８条 委員会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。 
 （委任） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の会議その他運営に必要な事項は、委
員長が別に定める。 

   附 則 
 この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
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３ 部会長は、部会を総理し、副部会長は部会長に事故あるときは、その職務を代理
する。 

４ 部会長は、部会において調査研究した結果について委員長に報告するものとする。 
 （意見の聴取等） 
第７条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者を会議に出席させ、意見若し
くは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 
第８条 委員会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。 
 （委任） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の会議その他運営に必要な事項は、委
員長が別に定める。 

   附 則 
 この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
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14 

大洲市行政改革推進懇話会要綱 
平成１７年７月１日 

大洲市要綱第１０２号 
 
 （設置） 
第１条 大洲市における行政改革の推進に当たり、市民の意見を求めるため、大洲市
行政改革推進懇話会（以下「懇話会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 
第２条 懇話会の所掌事務は、次のとおりとする。 
⑴ 行政改革の推進について意見を述べること。 
⑵ 行政改革の推進状況について報告を受け、これに対する意見を述べること。 

 （組織） 
第３条 懇話会は、委員２０人以内をもって組織する。 
２ 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。 
 （委員の任期） 
第４条 委員の任期は、２年を超えない範囲で市長が定めるものとし、再任を妨げな
い。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 （会長） 
第５条 懇話会に会長１人を置く。 
２ 会長は、委員の互選によりこれを定める。 
３ 会長は、会務を総理する。 
４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委
員がその職務を代理する。 
 （会議） 
第６条 懇話会の会議は、会長が招集する。ただし、委嘱後最初に招集する懇話会は、

市長が招集する。 
 （意見の聴取等） 
第７条 懇話会は、必要があると認めたときは、関係者を会議に出席させ、意見若し
くは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 
第８条 懇話会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。 
 （委任） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は、市長が別に定め
る。 

   附 則 
 この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２１年８月２５日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
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３ 大洲市第３期行政改革大綱策定経過 
 
実施時期 主な内容 
26 7 16 第１回行政改革検討専門部会開催 

 8 11 第２回行政改革検討専門部会開催 
 8 20 第１回行政改革検討委員会開催 
 9 4 第１回行政改革推進本部（庁議）開催 
 10 8 第１回行政改革推進懇話会開催 
 10 9 第３回行政改革検討専門部会開催 
 11 27 第４回行政改革検討専門部会開催 
 12 18 第５回行政改革検討専門部会開催 

27 1 22 第２回行政改革検討委員会開催 
 2 5 第２回行政改革推進本部（庁議）開催 
 2 16 第２回行政改革推進懇話会開催 
 3 12 行政改革推進本部（庁議）に懇話会の状況報告 
 3 19 議会（全員協議会）に報告 
 3 26 組織･機構改正に伴う担当課確認照会（～4月 3日まで） 
   パブリックコメント開始 
 4 27 パブリックコメント終了（意見なし） 
 6 1 取り組み開始 
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15 

３ 大洲市第３期行政改革大綱策定経過 
 
実施時期 主な内容 
26 7 16 第１回行政改革検討専門部会開催 
 8 11 第２回行政改革検討専門部会開催 
 8 20 第１回行政改革検討委員会開催 
 9 4 第１回行政改革推進本部（庁議）開催 
 10 8 第１回行政改革推進懇話会開催 
 10 9 第３回行政改革検討専門部会開催 
 11 27 第４回行政改革検討専門部会開催 
 12 18 第５回行政改革検討専門部会開催 

27 1 22 第２回行政改革検討委員会開催 
 2 5 第２回行政改革推進本部（庁議）開催 
 2 16 第２回行政改革推進懇話会開催 
 3 12 行政改革推進本部（庁議）に懇話会の状況報告 
 3 19 議会（全員協議会）に報告 
 3 26 組織･機構改正に伴う担当課確認照会（～4月 3日まで） 
   パブリックコメント開始 
 4 27 パブリックコメント終了（意見なし） 
 6 1 取り組み開始 
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Ⅰ
 

は
じ

め
に
 

 
大
洲

市
に
お

い
て

は
、平

成
１

７
年

１
月
１

１
日
の

合
併
後

、厳
し

い
財

政
状
況

を
改
善

す
る

た
め

、第
１
期

の「
大

洲
市

行
政

改
革

大
綱
」

及
び
そ

の
具
体

的
な

実
施

計
画
を

定
め
た
「
大

洲
市
集

中
改
革

プ
ラ
ン

」
を

策
定
し

、
財

政
の
健

全
化
を

最
優
先

と
し
て

取
り
組

ん
で

ま
い

り
ま

し
た

。
 

平
成

２
２
年

度
か

ら
の

第
２
期

で
は
、財

政
状

況
も

少
し
ず

つ
改
善

の
方
向

に
向

か
っ

て
い
た

こ
と
か

ら
、第

１
期

の
行
政

改
革
の

基
本
と

し
て
い

た
財
政

の
健

全
化

は
も
と

よ
り
、
時

代
に

合
っ
た

安
定
し

た
行

政
運

営
が
で

き
る
よ

う
、「

市
民

サ
ー

ビ
ス
の

向
上
」
や

、「
地

域
・
市

民
と
の

協
働
」

な
ど

、
基

盤
づ
く

り
に
も

取
り
組

ん
で
ま

い
り
ま

し
た
。

 

第
３

期
に
お

き
ま

し
て

は
、合

併
算

定
替
の

終
了
に

よ
り
地

方
交
付

税
が
縮

減
さ
れ

る
な

ど
、社

会
情

勢
や

自
治
体

を
取
り

巻
く
環

境
は
厳

し
く
な

る
こ
と

が
見

込
ま

れ
る
こ

と
か
ら

、
新

た
な
課

題
や
困

難
な
仕

事
に
も

積
極
的

に
挑
戦

し
(
チ

ャ
レ

ン
ジ

)
、
市
民

の
み
な

さ
ま

と
力

を
合

わ
せ

(
コ

ラ
ボ

レ
ー

シ
ョ

ン
)
、

新
し

い
時

代
に

合
っ

た
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

(
チ

ェ
ン

ジ
)
が

で
き

る
よ

う
、

引
き

続
き

、
改

革
に

取
り

組
む

こ
と

と
し

、「
大
洲

市
第
３

期
行
政

改
革
大

綱
」
及

び
「

大
洲

市
第
３

期
集
中

改
革
プ

ラ
ン
」

を
策
定

し
ま

し
た

。
 

 

Ⅱ
 

集
中

改
革

プ
ラ

ン
策

定
に

あ
た

っ
て

 
１

 
第

２
期

集
中

改
革

プ
ラ

ン
の

取
組
状

況
 

 
 
第

２
期
集

中
改

革
プ

ラ
ン
に

お
い
て

は
、合

併
後

に
お

け
る
市

の
最
大

の
課
題

で
あ
っ

た
厳
し

い
財

政
状

況
の
健

全
化
の

方
向
性

を
引
き

継
ぐ

と
と
も

に
市
民

サ
ー
ビ

ス
の
向

上
や

地
域
・
市
民

と
の
協

働
な
ど

８
３

項
目

に
取
り

組
ん
で

き
ま
し

た
。平

成
２

５
年

度
末
現

在
で
、

す
で

に
実

施
済

み
ま

た
は

実
施

中
の

も
の

が
６

１
項

目
、

検
討

・
協
議

中
の

も
の

(
１

７
項

目
)
を

合
わ

せ
る

と
７

８
項
目

と
な

っ
て

お
り
、

概
ね

目
標
を

達
成
し

て
い
る

状
況
と

な
っ

て
い

ま
す
。

 

こ
れ

ら
の

取
り

組
み
状

況
は
、

以
下
の

と
お
り

で
す
。

 

 

 
（

１
）

事
務

・
事

業
の
見

直
し

と
効

率
化

（
再

編
・

整
理

、
廃

止
・

統
合

等
）

 
 

 
 

合
併
後

、
厳

し
い

財
政
状

況
が
続

く
中
、
限

ら
れ

た
財
源

を
有

効
に

活
用
す

る
た
め

、
事
務

事
業
の

再
編
・
整

理
、
廃

止
・
統

合
等

を
行

う
と
と

も
に
、
行
政

評
価
制

度
※
の
導

入
に
よ

る
Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ
サ

イ
ク
ル

の
確
立

へ
向

け
て

試
行
を

始
め
る

な
ど
、
合
理

化
に
も

努
め
ま

し
た

。
 

  
（

２
）

外
部

委
託

（
ア
ウ

ト
ソ

ー
シ

ン
グ

）
の

推
進

 
民

間
で

実
施

可
能

な
定
型

的
業
務

等
に
つ

い
て
は

、
事
務

の
効

率
化

や
経
費

節
減
を

図
る
た

め
、
民

間
へ
の

委
託

を
推

進
し
、

さ
ら

1 1



に
公
の

施
設

※
の
指

定
管

理
者
制

度
※
の

導
入
を

進
め
、

平
成

２
６

年
４
月

に
は
、

２
４

施
設

に
導

入
し

て
い

ま
す

。
 

  
（

３
）

健
全

財
政

の
維

持
 

 
 
 

地
域

経
済

の
低

迷
等

の
影

響
に

よ
り

、
市

税
・
地

方
交

付
税

※
な

ど
の

一
般

財
源
は

中
々

増
加

が
見

込
め

な
い

の
に

対
し

、
扶
助

費
※

や
公
債

費
※
な

ど
義
務

的
経
費

※
の

負
担

が
増
加

し
て
い

る
た

め
、
公

債
費
負

担
適

正
化

計
画

や
、
中
長

期
財

政
計

画
等
に

よ
る

総
合

的
な

歳
出

削
減

対
策

や
選

択
と

集
中

に
よ

る
効

率
的

な
事

業
の

推
進

を
図

り
ま

し
た

。
そ

の
結

果
、

財
政

の
健

全
度

を
示

す
数

値
で

あ
る

実
質
公

債
費

比
率

※
に

つ
い

て
、

平
成

１
７

年
度

に
２

３
.１

％
だ
っ

た
も

の
が

平
成

２
５

年
度

決
算

で
は

１
３

．
５

％
ま

で
改

善
し

、
ま

た
、

市
債

残
高

な
ど

、
財
政

状
況

を
示

す
そ

の
他

の
数

値
に

つ
い

て
も

、
徐

々
に

で
は

あ
り
ま

す
が

改
善

し
て
い

ま
す
。

 
  

（
４

）
自

主
財

源
の

確
保

 
 

 
 

市
税

・
地

方
交

付
税

な
ど

の
歳

入
は

増
加

が
見

込
み

難
い

な
か

、
安

定
し

た
自

治
体

経
営

を
行

う
た

め
、

封
筒

に
よ

る
広

告
事

業
の

実
施
や

遊
休

財
産

を
売

却
す
る

な
ど

市
有

財
産

を
有

効
活

用
し

、
歳

入
の

確
保

に
努

め
ま

し
た
。

 
  

（
５

）
市

民
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

 
 

 
 

近
年

、
市

民
の

ニ
ー

ズ
は

多
様

化
し

て
い

る
だ

け
で

な
く

、
質

の
高

い
サ

ー
ビ

ス
が

求
め

ら
れ

て
い

ま
す

。
本

庁
窓

口
に

ロ
ー

カ
ウ

ン
タ
ー

の
設

置
や

窓
口

サ
ー
ビ

ス
で

の
応

対
、

学
童

保
育

の
実

施
な

ど
、

様
々

な
市

民
サ

ー
ビ
ス

の
向

上
に

努
め
ま

し
た
。

 
  

（
６

）
地

域
・

市
民

と
の

協
働

の
推

進
 

 
 

 
当

市
で

は
、

自
治

会
や

区
長

会
を

は
じ

め
と

す
る

各
種

団
体

が
、

自
主

的
に

地
域

活
動

に
取

り
組

ん
で

い
ま

す
。

そ
の

よ
う

な
団

体
な

ど
に

よ
る

活
動

を
支

援
す
る

こ
と

で
、

地
域

や
市

民
と

の
協

働
を

推
進

し
ま

し
た

。
 

  
（

７
）

定
員

管
理

の
適

正
化

 
 

 
 

市
町

村
合

併
後

、
定

員
適

正
化

計
画

を
策

定
し

、
職

員
数

の
適

正
化

に
努

め
て

き
た

結
果

、
平

成
２

２
年

以
降

５
年

間
で

５
８

人
以

上
を
削

減
す

る
と

い
う

計
画
に

対
し

、
平

成
２

６
年

４
月

現
在

で
６

１
人

を
削

減
し

、
計

画
を
上

回
る

削
減

を
実
現

し
ま
し

た
。

 
  

（
８

）
組

織
・

機
構

の
改

革
 

 
 

 
市

町
村

合
併

後
の

組
織

・
機

構
、

本
庁

・
支

所
間

の
連

携
や

機
能

の
あ

り
方

に
つ

い
て

は
、

社
会

情
勢

等
に

よ
り

多
様

化
す

る
行

政
課

題
に

柔
軟

に
対

応
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

、
事

務
の

効
率

化
、

組
織

の
ス

リ
ム

化
な

ど
、

組
織

・
機

構
の

適
切

な
構

築
に

努
め

ま
し

た
。
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（

９
）

職
員

の
意

識
改

革
と

人
材

育
成

 
 

 
 

職
員

一
人

ひ
と

り
が

コ
ス

ト
意

識
や

経
営

感
覚

を
持

ち
、業

務
に

お
い

て
適

切
な

対
応

が
で

き
る

能
力

開
発

の
た

め
、人

事
評

価
制

度
を

導
入

す
る

と
と

も
に

各
種

職
員

研
修

を
実

施
し

ま
し

た
。

ま
た

、
計

画
的

な
人

事
異

動
に

よ
り

、
職

員
の

資
質

・
公

務
能

力
の

向
上

を
図

り
ま

し
た

。
 

  
（

10
）

計
画

の
進

捗
管

理
と

公
表

 
 

 
 

本
集

中
改

革
プ

ラ
ン

に
よ

る
行

政
改

革
の

取
り

組
み

を
行

っ
て

い
く

に
は

、各
取

り
組

み
の

進
捗

状
況

を
自

ら
が

把
握

し
、
よ

り
効

率
的

な
推

進
を

継
続

し
て

い
か

な
け

れ
ば

な
ら

ず
、ま

た
市

民
の

み
な

さ
ま

の
ご

理
解

を
い

た
だ

く
こ

と
も

必
要

で
あ

る
こ

と
か

ら
、そ

の
理

解
を

求
め

る
た

め
分

か
り

や
す

い
形

で
公

表
し

て
い

く
よ

う
努

め
ま

し
た

。具
体

的
に

は
、Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

実
施

す
る

た
め

行
政

評
価

制
度

の
試

行
を

図
り

、
ま

た
、

行
政

改
革

取
組

状
況

、
財

政
状

況
、

職
員

・
給

与
状

況
な

ど
を

広
報

や
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

公
表

し
て

き
ま

し
た

。
 

  
２

 
現

状
と

課
題

 
 

 
こ

の
よ

う
な

改
革

に
取

り
組

む
こ

と
に

よ
り

、
大

洲
市

の
財

政
状

況
や

職
員

体
制

等
が

ど
の

よ
う

に
推

移
し

て
き

た
か

。
ま

た
、
今

後
の

課
題

と
し

て
ど

の
よ

う
な

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

か
に

つ
い

て
は

、
次

の
と

お
り

で
す

。
 

3 3



(１
)財

政
の

状
況

に
つ

い
て

①
歳

入
決

算
額

の
状

況
②

市
税

の
推

移

（
単

位
：

千
円

）
（
単
位
：
千
円
）

21
年
度

22
年
度

23
年

度
24
年

度
25
年

度
21

年
度

22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

26
,35

3,0
97

27
,47

3,3
28

27
,99

6,7
62

26
,83

9,1
10

25
,00

6,5
66

4,5
42

,71
4

4,4
45

,87
6

4,4
58

,82
1

4,4
04

,19
7

4,4
79

,00
1

一
般

財
源

※
20

,69
7,5

54
21

,25
3,0

42
21

,00
1,1

34
19
,32

0,8
04

18
,98

2,1
48

 個
人

市
民

税
1,5

08
,02

5
1,4

06
,35

1
1,3

72
,29

5
1,4

48
,96

4
1,4

62
,10

4
特

定
財

源
※

5,6
55

,54
3

6,2
20

,28
6

6,9
95
,62

8
7,5

18
,30

6
6,0

24
,41

8
 法

人
市

民
税

36
8,0

22
36

3,2
10

37
5,1

26
37

0,0
19

33
0,7

33
 固

定
資

産
税

2,2
70

,01
1

2,2
76

,22
4

2,2
69

,39
4

2,1
48

,47
2

2,2
14

,47
0

軽
自
･
た
ば
こ･

目
的

税
39

6,6
56

40
0,0

91
44

2,0
06

43
6,7

42
47

1,6
94

歳
入

に
占

め
る割

合
17

.2%
16

.2%
15

.9%
16

.4%
17

.9%

　
歳
入

は
、

三
位

一
体
の
改
革
に
よ
る
地
方
交
付
税

の
削

減
や

景
気

停
滞

に
伴

う
市

税
収
入

の
伸

び
悩

み
等
に
よ
る
影
響
で
減
少
傾
向
に

あ
り

ま
し

た
が

、
国

の
景

気
対

策
に
よ

り
平

成
２

０
年
度
か
ら
平
成
２
３
年
度
ま
で

は
増

加
し

て
い

ま
す

。
し

か
し

な
が
ら

、
地

方
交

付
税
や
市
税
の
増
収
が
見
込
め
な

い
中

、
最

近
は

減
少

傾
向

に
あ

り
ま
す

。
そ

の
た

め
、
歳
出
の
抑
制
や
自
主
財
源
の

確
保

に
つ

い
て

、
積

極
的

に
取

り
組
ん

で
い

く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

市
税

総
額

　
地

域
経

済
は

、
景
気
の
低
迷
が
続
き
、
依
然
と
し
て
大
変
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま

す
が

、
個

人
所

得
や
法
人
業
績
も
下
げ
止
ま
り
が
見
ら
れ
、
回
復
の
兆
し
は
弱
い
も

の
の

低
位

安
定

へ
推
移
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
地
方
に
お
い
て
は
消
費
税

増
税

の
影

響
も

あ
り
、
個
人
所
得
や
法
人
業
績
は
依
然
不
透
明
で
、
税
収
の
大
幅
な

増
加

を
期

待
す

る
こ
と
は
難
し
い
状
況
で
す
。
今
後
も
引
き
続
き
、
課
税
物
件
や
所

得
等

の
調

査
に

よ
る
適
正
な
課
税
、
収
納
率
の
向
上
と
企
業
誘
致
等
に
よ
る
税
収
確

保
に

努
め

る
こ

と
が
重
要
で
す
。

区
　分

区
　分

歳
入

総
額

05010
0

15
0

20
0

25
0

21
年
度

22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

億
円

歳
入

決
算

額
の

状
況

（普
通
会
計

※
）

一
般

財
源

特
定

財
源

0.0
%

5.0
%

10
.0%

15
.0%

20
.0%

25
.0%

01020304050

21
年
度

22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

億
円

市
税

の
推

移
（決

算
額

）

個
人
市
民
税

法
人
市
民
税

固
定
資
産
税

軽
自
･た

ば
こ･

目
的
税

歳
入

に
占

め
る割

合
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③
地

方
交

付
税

の
推

移
④

歳
出

決
算

額
の

状
況

（
単

位
：

千
円

）
（
単
位
：
千
円
）

21
年
度

22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

24
,55

4,9
09

24
,85

4,7
99

25
,47

7,4
07

25
,17

3,8
13

23
,61

8,8
79

10
,88

1,9
34

11
,33

9,1
00

11
,36

3,0
05

11
,22

0,5
88

11
,09

6,7
26

義
務
的
経
費
（人

件
費
）

4,7
90

,43
2

4,5
95

,20
7

4,5
30

,62
6

4,3
40

,03
1

4,2
04

,34
8

 普
通
交
付
税

9,3
77

,58
8

9,7
38

,20
6

9,7
54

,39
7

9,6
03

,39
1

9,4
79

,31
6

義
務
的
経
費
（扶

助
費
）

2,2
98

,31
3

2,8
83

,33
4

3,0
13

,12
2

3,0
32

,99
8

3,1
05

,82
0

 特
別
交
付
税

1,5
04

,34
6

1,6
00

,89
4

1,6
08

,60
8

1,6
17

,19
7

1,6
17

,41
0

義
務
的
経
費
（公

債
費
）

4,8
42

,19
5

4,1
96

,24
4

3,8
63

,77
6

3,6
31

,43
0

3,5
03

,44
1

投
資

的
経

費
3,0

57
,90

8
3,7

62
,12

2
3,7

46
,78

8
4,4

66
,65

7
3,0

26
,71

1
そ
の
他

経
費

9,5
66

,06
1

9,4
17

,89
2

10
,32

3,0
95

9,7
02

,69
7

9,7
78

,55
9

23
年
度

24
年

度
25
年

度
地

方
交

付
税

区
　分

　
義

務
的

経
費

の
内

、
人
件
費
は
職
員
数
の
削
減
等
の
取
り
組
み
に
よ
り
減
少
し
て

い
ま

す
が

、
扶

助
費

に
つ
い
て
は
高
齢
化
の
進
展
等
に
よ
り
増
加
傾
向
に
あ
る
上
、

児
童

手
当

の
影

響
で

平
成
２
２
年
度
か
ら
急
増
し
て
い
ま
す
。
投
資
的
経
費
※
に
つ

い
て

は
、

国
の

景
気

対
策
や
学
校
耐
震
化
事
業
に
よ
り
平
成
２
２
年
度
か
ら
増
加
し

て
い

ま
す

。
厳

し
い

財
政
状
況
が
続
く
中
、
今
後
も
さ
ら
に
高
齢
化
が
進
み
、
医

療
・

介
護

分
野

で
の

支
出
が
増
加
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
た
め
、
事
業
の
選
択

と
財

源
の

重
点

的
配

分
に
よ
り
限
ら
れ
た
財
源
を
効
率
的
に
配
分
し
て
い
く
必
要
が

あ
り

ま
す

。

区
　分

歳
出

総
額

　
普

通
交

付
税

に
つ

い
て
は
、
市
町
村
合
併
後
１
０
年

間
に

限
り

、
旧

市
町

村
単

位
で

算
定

す
る

合
併

特
例
措
置
（
合
併
算
定
替

※
）
に
よ

り
交

付
さ

れ
て

お
り

ま
す

。
し

か
し

、
こ

の
措

置
も
平
成
２
７
年
度
か
ら
の
５
年
間

で
段

階
的

に
一

部
縮

減
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
て

お
り
、
今
後
の
財
源
不
足
に
対
応
す

る
た

め
、

引
き

続
き

経
費

全
般

に
つ

い
て

節
減

合
理
化
に
努
め
る
と
と
も
に
、
国
に

対
し

て
は

引
き

続
き

、
地

域
社

会
の

実
態

に
合

っ
た
交
付
税
措
置
と
な
る
よ
う
、
ま

た
都

市
と

地
方

の
格

差
是

正
を

強
く

求
め

て
い

き
ま
す
。

21
年
度

22
年
度

02040608010
0

12
0

21
年

度
22

年
度

23
年
度

24
年

度
25
年

度

億
円

地
方

交
付

税
の

推
移

（決
算

額
）

普
通

交
付

税
特

別
交
付
税

05010
0

15
0

20
0

25
0

21
年
度

22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

億
円

歳
出

決
算

額
の

状
況

（普
通

会
計

・性
質

別
）

義
務
的
経
費
（人

件
費
）

義
務
的
経
費
（扶

助
費
）

義
務
的
経
費
（公

債
費
）

投
資
的
経
費

そ
の
他
経
費
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⑤
実

質
単

年
度

収
支

（
財

源
過

不
足

）
の

推
移

⑥
基

金
残

高
の

推
移

(財
政

調
整

基
金

※
)

（
単

位
：

千
円

）
（
単
位
：
千
円
）

区
　分

21
年
度

22
年
度

23
年

度
24
年

度
25
年

度
区

　分
(19

年
度
)

21
年
度

22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

実
質

単
年

度
収

支
額

99
5,8

54
1,2

90
,50

1
72
1,0

78
17
2,6

13
△

 24
2,5

45
財

政
調

整
基

金
31
1,9

89
81

3,3
06

1,2
14

,26
7
2,0

15
,01

4
3,0

16
,02

3
3,0

17
,34

7

　
予

期
せ

ぬ
収

入
減
少
や
不
時
の
支
出
増
加
等
に
備
え
、
計
画
的
な
財
政
運
営
を
行

う
た

め
の

財
源

と
し
て
積
み
立
て
て
お
く
必
要
の
あ
る
財
政
調
整
基
金
に
つ
い
て

は
、

こ
れ

ま
で

災
害
や
厳
し
い
財
政
状
況
を
乗
り
切
る
た
め
取
り
崩
し
を
行
い
、
平

成
１

９
年

度
に

は
約
３
億
円
に
ま
で
減
少
し
ま
し
た
が
、
事
務
事
業
の
見
直
し
な
ど

行
財

政
改

革
の

取
り
組
み
の
結
果
、
平
成
２
０
年
度
か
ら
は
積
み
立
て
も
で
き
る
状

況
に

な
り

、
平

成
２
５
年
度
末
の
基
金
残
高
は
３
０
．
２
億
円
に
な
り
ま
し
た
。
当

面
の

目
標

と
し

て
い
た
３
０
億
円
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
今
後
の
基
金

の
運

用
に

つ
い

て
は
、
そ
の
時
々
の
財
政
状
況
や
社
会
情
勢
の
変
化
、
特
に
合
併
後

の
地

方
交

付
税

一
本
算
定
に
よ
る
減
額
の
動
向
な
ど
を
勘
案
し
な
が
ら
、
柔
軟
に
対

応
す

る
こ

と
と

し
ま
す
。

　
市

町
村

合
併

以
来

、
実
質
単
年
度
収
支
は
赤
字
が
続

い
て

い
ま

し
た

が
、

集
中

改
革

プ
ラ

ン
等

に
よ

る
行
財
政
改
革
の
取
り
組
み
に
よ
り

、
平

成
２

０
年

度
に

よ
う

や
く

黒
字

に
転

じ
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
平

成
２

５
年

度
に

は
公

共
施

設
等

整
備

基
金

に
１

０
億
円
を
積
み
立
て
た
こ
と
で
支
出

が
増

加
し

た
こ

と
と

な
り

、
再

び
赤

字
と

な
っ

て
い
ま
す
。
今
後
は
、
合
併
特
例
措

置
に

よ
る

普
通

交
付

税
の

加
算

額
が

縮
減

さ
れ

る
な
ど
一
層
厳
し
い
財
政
状
況
が
見

込
ま

れ
る

た
め

、
引

き
続

き
効

率
の

良
い

自
治

体
運
営
に
努
め
ま
す
。

△
10

.0
△

8.0
△

6.0
△

4.0
△

2.00.02.04.06.08.010
.0

12
.0

14
.0

16
.0億
円

21
年

度
22
年

度
23
年
度

24
年
度

25
年
度

実
質

単
年

度
収

支
（財

源
過
不
足
）の

推
移

02468101214161820222426283032

(19
年
度
)

21
年

度
22

年
度

23
年

度
24

年
度

25
年

度

億
円

基
金

残
高

の
推

移
（財

政
調

整
基

金
）
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⑦
市

債
発

行
額

と
市

債
残

高
の

推
移

⑧
実

質
公

債
費

比
率

の
推

移

（
単

位
：

千
円

）
（単

位
：％

）
(17

年
度
)

21
年
度

22
年
度

23
年

度
24
年

度
25
年

度
(17

年
度
)

21
年
度

22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

市
債
発

行
額

注
1,7

34
,20

0
1,1

41
,10

0
1,3

71
,70

0
1,7

89
,50

0
2,8

09
,70

0
1,5

07
,50

0
実

質
公

債
費

比
率

23
.1

20
.6

18
.5

16
.9

15
.0

13
.5

76
2,8

00
88
2,9

70
1,2

69
,98

6
95
4,1

93
0

45
0,0

00
市

債
残

高
注

31
,44

9,3
39

22
,87

9,1
99

20
,80

3,5
54

19
,48

0,1
19

19
,40

4,0
33

18
,16

2,8
59

4,2
18

,96
8

6,2
58
,62

7
7,2

44
,63

8
7,8

79
,79

0
7,5

25
,63

4
7,5

69
,74

5
(注

)臨
時

財
政

対
策

債
(臨

財
債
)※

を
除
く
。

臨
財
債
発
行
額

臨
財

債
残

高

  
過

去
に

発
行

し
て
き
た
地
方
債
の
影
響
か
ら
、
平
成
１
７
年
度
決
算
で
23

.1
％
と

い
う

高
い

数
値

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
行
政
改
革
大
綱
や
公
債
費
負
担

適
正

化
計

画
を

策
定
す
る
な
ど
、
財
政
の
健
全
化
最
優
先
課
題
と
し
て
、
行
財
政
改

革
を

進
め

て
ま

い
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
実
質
公
債
費
比
率
は
着
実
に
改
善
し
、

平
成

２
５

年
度

決
算
で
は
13

.5
％
と
大
幅
に
低
減
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

県
内

他
市

町
と

比
較
す
る
と
、
未
だ
高
い
水
準
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
に
お
い
て

も
、

こ
れ

ま
で

同
様
、
経
費
節
減
に
努
め
る
と
と
も
に
、
将
来
に
わ
た
っ
て
財
政
の

健
全

化
を

保
て

る
よ
う
地
方
債
の
発
行
管
理
に
努
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

区
　分

  
こ

れ
ま

で
長

年
に

わ
た
り
地
方
債
を
借
り
入
れ
、
公

共
投

資
を

行
っ

て
き

た
た

め
多

額
の

地
方

債
残

高
が

あ
る
状
況
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が

、
公

債
費

負
担

適
正

化
計

画
の

取
り

組
み

に
よ

る
発

行
額
の
抑
制
や
繰
り
上
げ
返
済
を

行
う

こ
と

で
、

少
し

ず
つ

減
少

し
て

い
ま

す
。

今
後

に
お
い
て
も
、
学
校
耐
震
化
な
ど

起
債

の
必

要
な

大
型

事
業

も
予

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら
、
同
計
画
に
よ
る
適
正
な
地

方
債

発
行

に
努

め
、

慎
重

に
事

業
を

進
め

て
い

く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

区
　分

12
.0

13
.0

14
.0

15
.0

16
.0

17
.0

18
.0

19
.0

20
.0

21
.0

22
.0

23
.0

24
.0

(17
年
度

)
21

年
度

22
年

度
23

年
度

24
年

度
25

年
度

％
実
質
公
債
費
比
率
の
推
移

051015202530

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

(17
年

度
)

21
年
度

22
年
度

23
年
度

24
年

度
25
年

度億
円

億
円

市
債

発
行

額
と市

債
残
高
(普

通
会
計
)

市
債

残
高

臨
財

債
残

高
市

債
発
行
額

臨
財
債
発
行
額
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(２
)職

員
等

の
状

況
に

つ
い

て
①

部
門

別
職

員
数

の
状

況
②

給
与

水
準

(ラ
ス

パ
イ

レ
ス

指
数

※
)の

状
況

（
単

位
：

人
）

(17
年
)

21
年

22
年

23
年

24
年

25
年

区
　分

21
年
度

22
年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

92
.1

93
.1

93
.9

10
1.4

10
1.6

(93
.7)

(93
.9）

一
般

行
政

54
8

47
7

45
4

44
5

42
6

41
1

県
内

順
位

(11
市

中
)

9位
9位

9位
9位

8位
特

別
行

政
(教

育
)

11
1

10
1

93
91

87
85

98
.4

98
.8

98
.8

10
6.9

10
6.6

公
営

企
業

等
会

計
(病

院
)

17
3

17
8

17
9

17
9

18
5

19
1

(98
.8)

(98
.5)

公
営

企
業

等
会

計
(そ

の
他

注
)

48
58

58
56

53
52

94
.6

95
.1

95
.3

10
3.3

10
3.2

(95
.5)

(95
.4)

　
職

員
給

与
に

関
し

て
は
、
平
成
１
８
年
度
の
国
の
給
与
構
造
改
革
に
基
づ
き
新
た
な

給
与

体
系

に
変

更
す

る
な
ど
、
給
与
水
準
の
適
正
化
に
努
め
て
き
ま
し
た
。
平
成
２

４
・

２
５

年
度

の
給

与
水
準
は
、
１
０
０
を
超
え
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
平
成
２
４
年

度
か

ら
国

家
公

務
員

給
与
が
、
震
災
復
興
の
た
め
臨
時
的
に
平
均
で
約
７
．
８
％
の

カ
ッ

ト
を

実
施

さ
れ

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
給
与
カ
ッ
ト
を
無
し
と
し
た
場
合

の
ラ

ス
パ

イ
レ

ス
指

数
は
９
３
．
７
と
９
３
．
９
で
あ
り
、
県
内
他
市
の
指
数
と
比
較

し
て

も
、

１
１

市
中

そ
れ
ぞ
れ
９
位
、
８
位
と
低
い
水
準
と
な
っ
て
い
ま
す
。

区
　分

【
各

年
４

月
１

日
現

在
】

　
市

町
村

合
併

後
、

「
大
洲
市
定
員
適
正
化
計
画

」
を

策
定

し
、

職
員

数
の

適
正

管
理

に
努

め
た

結
果

、
公
営
企
業
等
会
計
部
門
に
つ

い
て

は
、

病
院

で
看

護
師

の
確

保
が

、
ま

た
介

護
保

険
法
改
正
に
伴
い
専
門
職
の
確

保
が

必
要

で
あ

っ
た

た
め

増
加

と
な

り
ま

し
た

が
、

平
成
２
２
年
度
ま
で
に
計
画
人

数
４

５
人

を
上

回
る

９
６

人
を

削
減

で
き

ま
し

た
。

(注
)水

道
・

下
水

道
・

介
護

保
険

特
別

会
計

 他

職
員

総
数

81
4

全
国

市
平

均
全

国
町

村
平

均

78
4

77
1

75
1

73
9

大
洲

市
88

0

0

20
0

40
0

60
0

80
0

(17
年
)

21
年

22
年

23
年

24
年

25
年

人
部

門
別

職
員

数
の
状
況

一
般

行
政

特
別
行
政
(教

育
)

公
営

企
業

等
会

計
(病

院
)

公
営
企
業
等
会
計
(そ

の
他
注
)

85
.0

90
.0

95
.0

10
0.0

10
5.0

11
0.0

21
年

度
22

年
度

23
年
度

24
年
度

25
年
度

給
与

水
準

（ラ
スパ

イレ
ス指

数
）の

状
況

大
洲

市
全

国
市

平
均

全
国

町
村

平
均

88



 

 
３

 
基

本
方

針
 

集
中
改

革
プ

ラ
ン

策
定

の
目

的
 

 
 

 
本

集
中

改
革

プ
ラ

ン
は

、
行

財
政

改
革

に
取
り

組
む

た
め

の
基

本
と

な
る

大
洲

市
第

３
期

行
政

改
革

大
綱

に
よ

る
改

革
を

具
体

的
か

つ
計

画
的

に
推

進
す
る

た
め

に
策

定
す

る
も
の

で
あ

り
、

取
り

組
み
内

容
や

数
値

目
標

に
つ
い

て
可

能
な

限
り

明
示
し

た
も

の
で

す
。

な
お

、
こ

の
集

中
改

革
プ

ラ
ン

は
、

毎
年

度
進

捗
状

況
を

確
認

し
、

計
画

の
見

直
し

を
行

う
と

と
も

に
、

そ
の

取
り

組
み

状
況
を
定

期
的

に
広

報
や

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
お

い
て

、
市
民

の
み

な
さ

ま
に

公
表

し
て

い
く

こ
と

と
し
ま

す
。

 
  

４
 

計
画
期

間
 

本
集

中
改

革
プ

ラ
ン

の
計

画
期
間

は
、

平
成

２
７

年
度

か
ら

平
成

３
１

年
度
ま

で
の

５
年

間
と

し
ま
す

。
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Ⅲ
 

集
中

改
革

プ
ラ

ン
の

構
成

 

○
改
革

基
本

事
項

の
見

直
し

 
 
第

２
期

に
お

け
る

集
中

改
革
プ

ラ
ン

に
お

い
て

は
、

１
０
項

目
の

改
革

基
本

事
項

に
区

分
し
、

取
り

組
ん

で
き

ま
し

た
が
、

第
３

期
に

お
い

て
は
、
こ
れ
ら

を
基
本

的
に
継

続
し

な
が

ら
も

、
概

ね
完
了

と
な

っ
た

項
目

を
除

き
、

９
項
目

の
改

革
基

本
事

項
と

し
ま
し

た
。

 
                       

【
第

２
期

】
 

 １
 

事
務

事
業

の
見

直
し

と
効

率
化

(再
編
・
整

理
、廃

止
・
統
合

等
)

（
事

－
○
○

）
 

２
 

外
部

委
託

（
ア

ウ
ト

ソ
ー

シ
ン
グ

）
の

推
進

（
委
－

○
○

）
 

３
 

健
全

財
政

の
維

持
（
財

－
○

○
）

 
４

 
自

主
財
源

の
確

保
（
自

－
○

○
）

 
５

 
市

民
サ
ー

ビ
ス

の
向

上
（
サ

－
○
○

）
 

６
 

地
域

・
市

民
と

の
協

働
の

推
進

（
協

－
○

○
）

 
７

 
定

員
管
理

の
適

正
化

（
定

－
○

○
）
 

８
 

組
織

・
機

構
の

改
革

（
組

－
○

○
）
 

９
 

職
員

の
意

識
改

革
と

人
材

育
成

（
人

－
○

○
）

 
10

 
計

画
の

進
捗

管
理

と
公

表
（

公
－
○

○
 

【
第

３
期

】
 

 １
 

事
務

事
業

の
見

直
し
と

効
率

化
(再

編
・

整
理
、

廃
止

・
統

合
等

) 
（

事
－
○

○
）

 
２

 
外
部

委
託

（
ア

ウ
ト
ソ

ー
シ

ン
グ
）

の
推

進
（
委

－
○
○

）
 

３
 

健
全

財
政

の
維

持
（
財
－

○
○
）

 
４

 
自
主

財
源

の
確

保
（
自
－

○
○
）

 
５

 
市
民

サ
ー

ビ
ス

の
向
上

（
サ
－
○

○
）

 
６

 
地
域
・
市

民
と

の
協
働

と
県
・
市

町
と
の

連
携

の
推

進
（
協

－
○

○
） 

７
 

組
織

・
機

構
の

改
革
（

組
－
○

○
）

 
８

 
職
員

の
意

識
改

革
と
人

材
育

成
（
人
－

○
○

）
 

９
 

行
政

情
報

の
公

表
（
公
－

○
○
）

 

1010



　○
　改

革
推
進
プロ

グ
ラム

項
目

【改
革
推
進
プロ

グ
ラム

】
内
   継

続
　　

新
規

1　
事
務
事
業
の
見
直
しと

効
率
化
（再

編
・整

理
、廃

止
・統

合
等
）

・・
・・
・・
・・
・・
・・

10
項
目

10
項
目

２　
外
部
委
託
（ア

ウ
トソ

ー
シン

グ
）の

推
進

・・
・・
・・
・・
・・
・・

7項
目

7項
目

３　
健
全
財
政
の
維
持

・・
・・
・・
・・
・・
・・

7項
目

6項
目

1項
目

４　
自
主
財
源
の
確
保

・・
・・
・・
・・
・・
・・

7項
目

7項
目

５　
市
民
サ
ー
ビス

の
向
上

・・
・・
・・
・・
・・
・・

4項
目

3項
目

1項
目

６　
地
域
・市

民
との

協
働
と県

・市
町
との

連
携
の
推
進

・・
・・
・・
・・
・・
・・

5項
目

3項
目

2項
目

７　
組
織
・機

構
の
改
革

・・
・・
・・
・・
・・
・・

3項
目

3項
目

８　
職
員
の
意
識
改
革
と人

材
育
成

・・
・・
・・
・・
・・
・・

4項
目

1項
目

3項
目

９　
行
政
情
報
の
公
表

・・
・・
・・
・・
・・
・・

2項
目

2項
目

49
項
目

42
項
目

7項
目

　
「
大
洲
市

 集
中
改
革
プ
ラ
ン
」
で
取
り

上
げ
て
い
る
「
改
革
推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
は
、
９
項
目
の
改
革
基
本
事
項
の
中
で
、
平
成
２
７
年
６
月
の
策
定

時
点
で
、
合
計
４
９
項
目
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
改
革
推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
各
年
度
の
計
画
の
見

直
し
（
ロ
ー
リ
ン
グ
）
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
新
た
に

必
要
と
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
追
加
、
あ
る
い
は
削
除
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
止
）
な
ど
を
行
い
、
常
に

「
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
挙
げ
る
」
た
め
の
、

最
も
適
切
な
実
践
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
示
す
も
の
と
し
ま
す
。

計

11
 

11



12



13



14



15



16
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Ⅳ
　

集
中

改
革

プ
ラ

ン
の

実
践

（
PD

CA
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
サ

イ
ク

ル
）

「
大

洲
市

集
中

改
革

プ
ラ

ン
」

で
取

り
上

げ
ら
れ

る
「

改
革

推
進

プ
ロ

グ
ラ

ム
」

は
、

各
担

当
部

局
（

主
管

課
（

所
）

）
に

お
い

て
、

責
任

を
持

っ
て

実
践

し
て

い
く

と
と

も
に

、
そ

の
改

革
推

進
の

状
況

を
把

握
し

、
不

断
の

見
直

し
・

改
善

を
進

め
る

こ
と

で
最

高
の

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
を

あ
げ

ら
れ

る
よ

う
に

努
め

る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
そ
の
取
り
組
み
の
状
況
は
、
常
に
市
民
の
み
な
さ
ま
に
公
表
で
き
る
状
態
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
目
的
の
た
め
、
行
政
運
営
の
中
で
、
行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
（
事
-
0
1
、
公
-
0
1
に
関
係
項
目
あ
り

）
な

ど
を

用
い

て
、
P
D
C
A
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
サ

イ
ク

ル
※

を
確
実
に
回
し

て
い
く
も
の
と
し
ま
す
。

※
P
D
C
A
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
と
は
･･
･業

務
管

理
の

手
法

の
一

つ
で

、
計

画
（

P
l
a
n
）

、
実

行
（

D
o
）

、
評

価
（

C
h
e
c
k
）

、
改

善
（

A
c
t
i
o
n
）

と
い

う
活

動
を

順
に

実
施

し
、

最
後

の
改

善
を

次
の

計
画

（
P
l
a
n
）

に
結

び
つ

け
、
ら
せ
ん
状
に
業
務
品
質
の
維
持
・
向
上
や
、
継
続
的
な
業
務
活
動
の

改
善

な
ど

を
推

進
し

て
い
く
手
法
。
典
型
的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
手
法
と
し
て
、
経
営
活
動
の
中

に
取

り
入

れ
ら

れ
て

い
る
。

DO
実
行
・実

践DO
実
行
・実

践

PL
AN

計
画
・目

標

AC
TIO

N
改
善
・改

革

PL
AN

計
画

・目
標

CH
EC

K
評

価
・検

証

AC
TIO

N
改
善

・改
革

CH
EC

K
評

価
・検

証

PL
AN

計
画

・目
標

DO
実
行
・実

践
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○
用
語

解
説

(※
 五

十
音

順
) 

【
一

般
財

源
】

使
途

に
指
定

が
な
く

、
自

治
体

が
自

由
に

使
う
こ

と
が

で
き

る
収

入
（

市
税
・

地
方

交
付

税
な

ど
）

の
こ
と

。
 

【
公

の
施

設
】

自
治

体
が
、

住
民
の

福
祉

を
増

進
す

る
目

的
に
設

置
す

る
施

設
の

こ
と

。
 

【
合

併
算

定
替

】
合

併
前
の

旧
市
町

村
ご

と
に

算
定

さ
れ

る
額
の

合
算

額
を

下
回

ら
な

い
よ
う

に
普

通
交

付
税

を
算

定
す
る

こ
と

で
、

合
併

年
度

及
び
こ

れ
に

続
く

1
0
年
度

に
つ

い
て

は
全

額
が

保
証

さ
れ

、
そ
の

後
の

５
年

度
は

段
階

的
に
縮

減
す

る
。

 

【
義

務
的

経
費

】
歳

出
の
内

、
支
出

が
義

務
付

け
ら

れ
、

任
意
に

削
減

す
る

こ
と

の
で

き
な
い

経
費

の
こ

と
で

、
人

件
費
・

扶
助

費
・

公
債

費
の

こ
と
。

 

【
行

政
評

価
制

度
】

政
策

・
施

策
・

事
務

事
業

に
お

い
て

、
行

政
活

動
の

結
果

、
そ

れ
が

本
来

求
め

て
い

た
目

的
に

対
し

て
、

ど
れ

だ
け

の
成

果
が

上
が

っ
た
の

か
を

客
観

的
に

把
握

・
評

価
し

、
そ

の
結

果
を
次

年
度

以
降

の
行

政
活

動
に
反

映
さ

せ
て

い
く

仕
組

み
。

 

【
経

常
収

支
比

率
】

財
政

構
造

の
弾

力
性

を
判

断
す

る
指

標
。

人
件

費
・

扶
助

費
・

公
債

費
等

の
よ

う
に

経
常

的
に

支
出

さ
れ

る
経

費
に

、
市

税
・

地
方

交
付

税
等

の
よ

う
に

経
常
的

に
収

入
さ

れ
る

一
般

財
源
が

ど
の

程
度

充
当

さ
れ

て
い
る

か
を

み
る

も
の

で
、

こ
の
比

率
が

高
い

ほ
ど

、
財

政
構
造

が
弾

力
性

を
失

っ
て

い
る
こ

と
を

示
し

ま
す

。
【

公
債

費
】

自
治

体
が

借
り

入
れ
た

地
方

債
を

返
済

す
る

費
用
の

こ
と

。
 

【
財

政
調

整
基

金
】

自
治
体

の
年
度

間
の

財
源

の
不

均
衡

を
調
整

す
る

た
め

の
積

立
金

で
、
予

想
で

き
な

い
収

入
の

減
少
や

緊
急

的
な

支
出

な
ど

に
備
え

て
お

く
も

の
。

 

【
実

質
公

債
費

比
率

】
一
般

会
計

等
だ

け
で

な
く

、
繰

出
金

の
う

ち
公

営
企

業
債
の

償
還

に
充

て
た

額
を

含
め

た
一

般
会

計
等

の
実

質
的

な
借

入
金
の

返
済

額
が

、
標

準
財

政
規

模
（

元
利

償
還

金
等

に
係

る
交
付

税
算

入
額

を
除

く
。

）
に
対

し
て

ど
の

く
ら

い
の

割
合
か

を
示

す
指

標
。

 

【
指

定
管

理
者

制
度

】
公
の

施
設

の
管

理
に

関
し

て
、

従
来

の
公

共
的

団
体

等
へ
の

「
管

理
委

託
」

に
代

わ
り

、
議

会
の

議
決

を
経

て
指

定
さ

れ
る
「

指
定

管
理

者
」

に
管

理
を

委
任

す
る

制
度

。
こ

の
制

度
に
よ

り
民

間
事

業
者

も
こ

れ
ら
施

設
管

理
に

あ
た

る
こ

と
が
で

き
る

。
 

【
地

方
交

付
税

】
国

税
の
内

、
所

得
税

、
法
人

税
、
酒
税

、
消

費
税

、
た
ば

こ
税

の
そ

れ
ぞ
れ

一
定

割
合

の
額

で
、
ど

の
自
治

体
も

同
じ

よ
う
に

行
う
べ

き
事

務
を

す
る
こ
と

が
で

き
る

よ
う

一
定

の
基

準
で

国
が
交

付
す

る
税

の
こ

と
。

普
通
交

付
税

と
特

別
の

事
情

を
考
慮

し
て

交
付

さ
れ

る
特

別
交
付

税
が

あ
る

。
 

【
投

資
的

経
費

】
歳

出
の
内

、
施
設

・
道

路
建

設
な

ど
資

本
形
成

の
た

め
の

も
の

で
、

将
来
に

残
る

施
設

等
を

整
備

す
る
経

費
の

こ
と

。
 

【
特

定
財

源
】

特
定

の
目
的

の
た
め

に
使

わ
れ

る
収

入
（

国
庫
支

出
金

な
ど

）
の

こ
と

。
 

【
標

準
財

政
規

模
】

標
準
的

な
状
態

で
通

常
収

入
が

見
込

ま
れ
る

自
治

体
の

一
般

財
源

の
規
模

。
ど

の
よ

う
な

経
費

に
も
使

う
こ

と
が

で
き

る
収

入
の
規

模
を

示
す

も
の

。
【

扶
助

費
】

生
活

保
護

法
な

ど
の
法

令
に

基
づ

き
支

給
す

る
扶
助

の
経

費
の

こ
と

。
 

【
普

通
会

計
】

総
務

省
の
定

め
る
会

計
区

分
の

ひ
と

つ
で

、
自
治

体
ご

と
に

各
会

計
で

経
理
す

る
事

業
の

範
囲

が
異

な
っ
て

い
る

た
め

、
統

一
的

な
基
準

で
整

理
し
て
比
較
で

き
る

よ
う

に
し

た
統

計
上

の
会

計
区
分

の
こ

と
。

 

【
ラ

ス
パ

イ
レ

ス
指

数
】

地
方

公
務

員
と
国

家
公

務
員
の

給
与

水
準

を
、

国
家

公
務
員

の
職

員
構

成
を

基
準

と
し
て

、
職

種
ご

と
に

学
歴

別
、
経

験
年

数
別

に
平

均
給
与
月

額
を

比
較

し
、

国
家

公
務

員
の

給
与
を

１
０

０
と

し
た

場
合

の
地
方

公
務

員
の

給
与

水
準

を
示
し

た
指

数
。

 

【
臨

時
財

政
対

策
債

】
国
の

財
源
不

足
に

よ
り

、
本

来
は

交
付
さ

れ
る

地
方

交
付

税
が

足
り
な

い
た

め
、

そ
の

不
足

す
る
金

額
の

一
部

を
、

い
っ

た
ん
自
治

体
で
借

金
を

し
て

ま
か
な

っ
て

お
く

借
入

金
の

こ
と
。
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